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1.　農業基本法においても既 に農家 の生活水準 の向上

が うたわれ てい るが，し かし，そ の生 活の内容即 ち消費

生 活 の物的 もしくは質量的構造 がどのようなものであ る

かがはっき りせず，し たがって農家生活の水準測定 の目

安 がないに等しい。 農家 の側からも各 自の家計の配分が

適当であ るか， どうか を比較す る基準にな るものの要望

が出てい るが， 現在 まで のところでは構成人員別の好 ま

しい あり方の基準がなく，生 活改良普及員もはっき りし

た線が出せ ない現状であ る。そこで好 まし い生活の質量

的 必要をつかみ， 総合的 につ りあい のとれた家 計設計の

型 紙を作成する。

2.　昭 和36年 度より食 物，住 居，経 済の３部門 を，昭

和38年度 に被服部 門を加え，合 せて４部 門を設定し， そ

れぞれ数 名の委員 によ り研究委員会を構成し 合議し た。

まず，農家 の標準世帯（家族数 ６名,    2タイプ） をき

め， これにもとづいて， 農家 の実態 と願望 を把握 するた

めの現地調査を数 力所 で行い その結果 を参考に， 既存資

料，委員 の意見等 により協議 を重 ね， 各部 門の調 整を行

いつつ，一定 の手順 をふ んで地域営農型 態，家族構成 な

どの差異に対応 せし める基準案 の原案 を作成し た。

3.　上記 の方法 により原案 を作成し たが，現 在までに

明 らかにされてい るこ とについ ての中間報告 を各部 門よ

り行 う。


